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は　じ　め　に

戦前の児童保護事業界で、さらには民間社会
事業界で長く活躍した松島正

まさ

儀
のり

は、太平洋戦争
が終って、戦後の混乱、荒廃した世相を前に休
む間もなく、戦災孤児をはじめとする、様ざま
な児童問題と取り組んだ。その一方、新たな民
主的憲法体制下、政治、経済の在り方から日常
生活のレベルに至るまで、戦前とは全く異る福
祉問題が生まれ、それも日々多発することで深
刻化する。努力と新たな試みを重ねなければな

らなかった。とりわけ民間社会福祉の復興と再
生は至上命題であり、周囲が松島に期待すると
ころは大きかった。福祉関連諸立法の創設、改
訂といった作業は困難が多く、苦しい経験を強
いたが、それをあえて担い、役割を果そうとし
た。公私にわたる各種団体、機関委員を引き受
けたのもそうした現われのひとつ。特に民間社
会福祉事業の特徴を生かすため、全国養護施設
協議会を結成した役割は重要で、これはその後
の児童福祉にとって方向づけを与えるものに
なった。又、若き日に学究の途を志しながら断

戦後における松島正儀の生涯と思想（１）

遠　藤　興　一

天皇皇后両陛下は八日、おそろいで午前、午後にわたり東京都内の社会事業施設をごらんに

なった。（中略）育成園で両陛下のおそばにチョコチョコとかけよった戦災孤児の坊や─「オジ

チャン、コレー」と自作の図画をさしだす、「坊やどれどれ」と陛下、坊やくるりと紙を裏返し

て「ウラハコレヨ」、みれば画きしくじったなぐりがき、無邪気な坊やの仕ぐさに両陛下とも

どっとお笑い。陛下「坊やこれなあに？」坊や「ナンデモナイー」で、また大笑い。陛下「坊や

は元気だネ」と頭をおなでになった、両陛下と孤児の朗らかな一幕。（朝日新聞　昭和23年10月９

日）

この昭和23年10月８日天皇、皇后の行幸啓があった。乗用車が入らないため、熱海湯（近隣の

銭湯）の前で止め、三谷隆信侍従長等がつき添い、道路では一列にゴザを敷いて、町民は座り、

「万歳、万歳」を唱えて出迎えた。

この18年後の昭和41年３月18日、美智子皇太子妃が東京育成園に台臨、訪問した。

美智子さまと木に登った少年、「何年生？」「木登り好きなの？」「うん」、18日午後美智子妃

が東京都世田谷区上馬１ノ754にある養護施設「東京育成園」とその附属幼稚園などにお出に

なったときの１コマ。約１時間半のご視察中にも、子どもたちを遊ばせておいたので、案内役の

松島正儀園長と美智子さまの間に２、３人の子どもが割り込んだり、ころがってきたボールをひ

ろったりされた。（朝日新聞　昭和41年３月19日）
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念せざるを得なかったにがい思いもあり、社会
福祉の研究、教育にはことの外熱心で、優秀な
指導者、研究者を多く育てることになった。激
動期にあって、時代の要請に即応し、方向性を
指し示す姿をとりつつ、同時に北川波津をはじ
め、戦前から先達に学び、受け継ぎ、自らのも
のとした理念や思想、また処遇原則、専門的な
方法といった面に、積極的な取り組みをみせ
た。そこで本稿は、松島がたどった戦後の軌跡
を振り返りつつ、その「生涯と思想」の特徴に
触れてみたい。（なお戦前については、本誌第
33、34号を参照のこと）

１　荒廃のなかから──東京育成園の再出発

終戦を境に戦災孤児、浮浪児が巷にどっと溢
れた。混乱期であるから正確な実数など分かり
ようもないが、昭和21（1946）年８月末現在の
調査によると、戦災孤児の概数は2,837人、内訳
は乳幼児が433人、学童が2,404人で、これらは
いずれも親類縁者に引き取られたか、施設に入
所中の孤児である。その外側にどれほどの浮浪
孤児がいたものか、今日では分かりようがな
い。『日本社会事業年鑑』（昭和22年版）による
と、「浮浪児は戦後に於て大都市に多く発生し
た。戦災に依って家を失った彼等は、孤児でも
あり、又両親があっても家出したものであっ
た」という（１）。つまり、両親との関係では生別、
死別を経て孤児になった両方の場合がある。行
政の立場からみて施設に入所させる、させない
判断には「鑑別」が必要で、分類操作が介在し
た。施設入所児童はこの後、うなぎ上りに増え、
昭和22（1947）年６月15日現在、孤児は4,596人、
浮浪児は4,080人となり（２）、巷間この数倍の孤
児、浮浪児がいたであろうと推測される。当時、
調査をした竹田俊雄によれば、「一言に浮浪児
といわれるが、浮浪児がその精神的な素質にお

いても、既往の環境においても、さらに浮浪の
動機においても、実に種々な異るものを包含し
ている（３）」事実が知らされている。戦時中から
家庭崩壊、育児環境の劣悪化が進行し、児童問
題は必ずしも戦後になって生れたものではな
かった。竹田によると、一般的な意味の家出児
童は調査の40％に上り、理由も大抵は家庭環境
の不備にあった。とはいえ、緊急的必要から児
童収容は積極的に推進しなければならず、GHQ
の指導も徹底した対策を関係機関に指示し、通
達した。

浮浪児を収容する施設は、一方においては
戦後急速にこれを保護する必要に迫られて、
既存の育児施設、虐待児施設、精神薄弱児施
設、少年救護施設その他不良児施設などを利
用して、これにあらゆる浮浪児を混合収容す
る手段をとり、新設のものも、浮浪児の分類
収容について明確な目標をもつ場合は例外的
であり、官公の施設は予算、経営の面からい
たずらに収容員数を大にしようとし、私設の
ものは社会事業デパート的企業心から、あら
ゆる浮浪児を収容しようとする傾向をもつも
のが少くない（４）。

当時、こうした孤児、浮浪児の救済に東奔西
走した人びとのなかにカトリック・キリスト教
修道士、ゼノ・ゼブロウスキーがいた。マスコ
ミにしばしば登場した知名人であるが、その活
動は竹田が指摘した収容環境をちょうど裏返し
にした対応を示し、無差別、無限定な施設送り
を推進した。

「おーい、坊や、みんなよい子、おじいさ
ん、アメあげる、マリア様よろこぶ」、黒服に
白い紐をぶらさげて妙な日本語をしゃべる長
いヒゲの外人。とにかく面白いし、優しそう
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だから、子どもたちは喜んでついてくる。だ
が一夜あけると、翌朝は影も形もない。一度
に七人つれて来て、七人とも翌日逃げてし
まったこともあった。役所の手続きがやっと
済んだ頃にはいなくなる子、そしてそれを何
度でもくり返す子（５）。

こうした恣意的ともとれる対応に巻き込まれ
て、困惑した施設のひとつが東京育成園であ
る。「マツシマセンセー、コノコタノミマス」と
言いながら、ゼノ修道士が時々子供を連れて育
成園にやってきた。それが４人、５人と続くよ
うになると、育成園としても困って、とうとう
ゼノさんと喧嘩をし、彼との関係はそれっきり
終ったと語るのは当時の新任職員、長谷川重夫
である。やがて施策も徐々に整備され、昭和23

（1948）年２月、厚生省が孤児の一斉調査を行
なった結果によると、終戦直後86施設あった児
童施設は270施設へと３倍の増加をみせ、孤児
数は21,000人を数えた。さて、本稿の舞台とな
る児童養護施設、東京育成園ではこうした状況
下において、どのような問題に直面し、どのよ
うな対応を図ったであろうか。まず最初は食糧
の確保が最大の課題で、要するに毎日飢えとの
闘いが続いた。

子どもの数がどんどん増えて、経済的に全
く逼迫してしまった時が何度もありました。
松島（正儀）先生が野菜を買うお金がないの
で野菜市場に野菜くずを毎月拾いに行かれた
ということ。あるいは薪を買うお金がないの
で、美枝子夫人が子ども達と一緒に毎朝、多
摩川通りに馬糞を拾いに行って、それを乾か
して風呂を沸かす燃料にした（６）。

子ども達に食事を与えるため、闇米を買い、
それが分かって、松島は世田谷警察署に留置さ

れたことが一再ならずあった。戦時中から園内
の敷地を畑に代えてはサツマイモ、カボチャを
栽培、主食の足しにした。長谷川も「戦後一番
苦労したのは、何といっても食糧問題です。米
穀の遅配、欠配が多かったので、困るとサツマ
イモの茎や葉を乾燥し、それを石臼でひいてお
じやに入れて食べました」と思い出を語る（７）。
それでも子どもと職員を賄う食糧はとうてい足
りず、リュックをしょって埼玉県の狭山、神奈
川県の藤沢辺りまで農家を一軒ずつ巡って買い
出しをした。買い出しの経験者は、多くが語る
ようにどの農家もなかなか分けてくれず、着
物、払い下げ軍服と交換して、ようやく米穀に
ありついた。育成園には常時50～60人の児童が
生活していたから、そのサツマイモを蒸して新
聞紙に包み、新橋駅前の「松田組にテラ銭を
払って、“うまいよ、うまいよ”と大声をはり上
げ」たことさえあった。さすがに、ここには児
童を参加させることはしなかったが、事態はそ
れほどに深刻さを加えつつあった。施設ぐるみ
で食糧を確保しないことには、もはやなすすべ
がなかったということだろう。

私ども、はじめて植物学を研究して、うど
ん粉に野草を入れたり、方面隊７班を編成し
て、山野につみ草に行ったり、もちろんヤミ
の買い出しにも行きました。途中で何度も警
察につかまりました（８）。

松島の語ったところによれば、「施設が一番
苦しかったのが昭和21年の５月ごろまで、つま
り食糧がもっとも不足してきて、それこそ3,000
万人の餓死が予想されるなんていうふうな新聞
報道があった（９）」頃。ひと握りのうどん粉に食
べられる草や雑穀を混ぜ、可能な限り増やし、
それを皆で分けて啜った（写真を参照）。おじや

0 0 0

などはまだ良いほうで、薄くて水のようなすい
0 0
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とん
0 0

を口にして、子どもたちの世話をした。や
がて育成園には戦災孤児に、海外からの引き揚
げ孤児が加わり、とりわけ中国東北部、旧満州
からの引き揚げ孤児を積極的に受け入れた。昭
和21年９月13日、第１陣が満州から九州博多に
上陸した。奉天方面から30数名の孤児が到着し
た知らせを受けた厚生省は、愛隣団の谷川貞
夫、興望館の吉見静江、そして松島にその取り
扱いを要請した。そこで瀬川和雄、亀井美代が
迎えに行き、小児結核に罹っていた20数名を救
世軍杉並療養所に収容、残りの10数名は全員育
成園が引き受けた。長谷川重夫が彼らをオート
三輪に載せ、玉川電車に乗り替え、ようやく連
れ帰った。

さて、もうひとつ、この頃の東京育成園につ
いて忘れられない出来事があった。それは帝大
生の一群がここに集まるようになったこと。戦
争末期、多西分園のあった都下西多摩郡福生に

は海軍航空基地があり、終戦近くになると、特
攻の志願兵が近辺の民家に分宿した。そのなか
の数人が偶たま多西分園を訪れ、子ども達の勉
強をみたり、ともに遊んだりした。戦後、生き
て復員した彼等は再び育成園に顔を見せるよう
になり、やがて定期的にやってきて“おたのし
み会”を園舎の日本間を使って催すなど、日常
活動に参加した。なかでも、後に三菱化成工業
の会長になった長野和吉、大東文化大学の学長
になった穂積重行、朝日新聞記者として大成し
た大田信男、自身が児童養護施設を経営するこ
とになった近松良之等、かれらが中心的メン
バーである。ヤミ米の買い出しや、野菜の栽培
作業に従事した。なかでも大谷嘉朗は大学卒業
後、育成園に就職し、主事となった。自身の語
るところによれば、「1947年３月、自分の持ち物
一切合財を大八車に積み込んで、本郷西片町の
下宿先から世田谷上馬の東京育成園へ、戦災で

食糧危機には乾した野草を石臼で粉にして食べた 社会事業、第30巻12号、昭和22年12月より
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焼野原同然の東京を北から西にガラガラと道を
たどった」。受け入れた松島の応えは次の様で
ある。

男子職員としては園長の自分が居るだけだ
から、君が来て手伝ってくれるのは嬉しい
が、ここでは大人も子供も何とか食べていく
ことに精一杯で、君に給料が払えるかどうか
分からない。君の仕事は、食糧確保の為の買
い出しから始まって、営繕から何から何迄、
自分と一緒になって子供の逃亡を防ぐための
生活防衛が最大の任務だから、何でも屋のつ
もりでやってくれ、先ず理論よりも実践だ。
徒弟修行と思って理屈を言わずに１年、365
日、春夏秋冬一巡してみてくれ。そうすれば、
何とかこの仕事がどういうものか検討がつい
てくるだろう（10）。

大谷は３年後の昭和25（1950）年８月、ボス
トン大学大学院に留学、彼の地で２年間社会福
祉を学んで帰国する。本格的なソーシャルワー
クを学んだ大谷は、やがて明治学院大学文学部
に籍を置いて、学究として努力を重ね、キリス
ト教児童福祉界に在って指導的な役割を務める
ようになった。育成園の主事時代に「若き世代
の辯」と題する文章を残し（11）、園の生活を紹介
している。子供たちについて、ボランティア学
生の一人がこう言う。「園の子供達は恵まれて
いるなあ。普通の家庭の子供は、今の日本の現
状では仲々ああいう豊かな生活は、内容は持て
まい」と当惑気につぶやく。事実、松島の持論
である「子供達の生活態度は中流家庭の中のあ
たりを目標に」という方針からすれば、当時の
一般家庭では望めない生活がここでは営まれて
いた。それが次のエピソードによって示されて
いる。

施設の明るさと贅澤─私が未だ學友仲間と
共にＹ園に遊びに出かけていた頃の或日、例
の如く明るく人懐っこい子供達と一日を遊び
暮して皆好い氣持になった私達がＹ園を辞し
て歸りの電車を待って居た時のことである。
仲間の一人Ｋが誰に話し掛けるでもなく「園
の子供達は恵まれているなあ。普通の家庭の
子供では今の日本の現状では仲々ああ言う豊
かな生活は内容は持てまい」と獨言って何か
思い惑った様な顔付である。私達にはＫの複
雜な氣持が直にぴんと來た。それは我々一同
が暗々裡に感じ續けて來た共通の感情だから
である。我々はＫの呟きを論理的にはっきり
した結論に迄持って行こうとは強いてしな
かったけれども、園長の常の口癖の「子供達
の生活程度は中流家庭の中のあたりを目標
に」と言う事に對して、敗戦後の苦しい一般
國民生活と言う問題を抜きにして無條件にそ
れに同調することの出來なかった我々は、Ｋ
の呟きの裏にある「Ｙ園の子供達の生活は國
民生活一般を考へると少し豊かすぎるのでは
ないか」と言う批判的な氣持を讀み取って異
口同音に肯いたものであった。爾來日ならず
して學友仲間は一般社會に、私は當のＹ園に
夫々の人生航路を進めることとなったのであ
るが、學友達の氣持の何處かには今でも矢張
嘗てのＫの呟きが繰返されている事を私は想
わざるを得ない。私自身今に至る迄、心中に
生起する此の呟きに對して絶えず闘わなけれ
ばならないのであるから。扨私が一本でいい
として濟ませる時園長は二本を渡し、どうせ
書きなぐるのだから小さな紙でいいと思う
時、園長は思い切って大きな紙を出してやる
といった具合に、子供の處遇に對する實踐に
於ては、私と園長では一切万事此の調子の開
きが起り易い。此の様な時園長は「子供の生
活は中流家庭の中の部を、普通の家庭の筆一
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本なら私は二本持たしたい」と言う信念的持
論を繰返されるのである。

私の此の長い間の心のしこりはＴ氏の次の
言葉にぶちあたって氷解した。Ｔ氏は「私は
ある時、厚生省で君の學園は子供の収容施設
の中で日本一金を使うと言われた。私は決し
て贅澤を子供達にさせた覺えはない。唯社會
事業の對象だから此の程度で宜しいと言った
卑屈さから彼等を救った迄だ」と切言して居
られる。正に然りである。収容される迄の子
供達の境遇が偶々惨めであったからとて、そ
れは子供達の責任ではない。偶々社會事業の
對象となる様な人生行路を負わされていたか
らといって、伸びる未來を持った子供達が、
自分以外の原因によって招かれた境遇の線に
引止めておかれなければならぬという理論的
根據は何等存しない。それは子供の未來を冒
瀆するものである（12）。

終戦後まもない頃の出来事をいくつか紹介し
てみよう。米軍兵士が飛び入りのように訪問す
ることがあり、そういう時は大抵、食糧や玩具
を持参した。或る日、ヘイズ曹長がトラック１
台分の廃材を持ってきたが、これなどは燃料用
の薪として大いに調法した。クリスマス近くに
なると、プレゼントを持って訪問する米軍兵士
が増えた。また、地域住民の動きとして、戦時
中に設立した児童図書館（小国民図書館）の活
動から、６人の母親が中心となって「持ち帰り
文庫」が始まった。昭和23年11月19日、名称を
マザーズ・ライブラリーと変え、住民が自由に
利用できるようにした。戦前からあった東育印
刷所も事業を再開、電気が使えず、輪転機が回
らない時には謄写版印刷を請け負った。子供た
ちの暮しには、こんなこともあった。当時は学
校給食がないため、弁当持参で登校しなければ

ならない。校内ではこの弁当をめぐって盗難事
件がしばしば発生、そんな時は大抵、「育成園の
子が犯人だ」ということになり、いじめが起
こった。すると、育成園付属のコドモの園幼稚
園に通ったことのある裕福な家庭の児童が陰に
陽に園児をかばった。他の児童施設でも食糧事
情はほぼ同様であり、昭和21年11月の調査によ
ると、現在の代用食を米食に代えたいとすると
ころは全体の55％に上り、翌22年３月の調査に
なると、今度はなるべく速やかに学校に通わせ
たいとする希望が14％から49％に増えるなど、
生活の落ち着き具合に変化が見られるように
なった（13）。

このような食糧事情に苦しんだ時期、救いの
手を差し延べたのは GHQ で、旧日本軍の軍需
物資を大量に放出、航空糧食をはじめとする保
存食が民間施設に配給された。そうこうするう
ちに８月はサツマイモの収穫期、10月は米の収
穫期がやってきたため、餓死の恐れはようやく
遠のいた。やがて、昭和21年12月のクリスマス
から、突如ララ（Licensed Agencies for Relief 
in Asia）の救援物資が配給となり、その詳細は

『ララ記念誌』（厚生省、昭和27年12月）に譲ると
して、育成園にとってこれは恵みのプレゼント
となった。12月22日、ダンボールを満載した一
台のトラックが育成園の門前に止まり、次つぎ
と運び込まれた。その後も数次にわたってララ
物資の配給があり、大いに助かった。長谷川重
夫の回想（録音インタビュー）から一節をここに
引用してみたい。

敗戦後の荒漠たる廃虚の中、食糧を始め生
活物資の窮乏は戦後生まれの人々には到底理
解し得ない程に深刻なものでした。わけても
東京都市部にあった当養護施設では、疎開地
から子ども達が続々と帰園する一方で、新ら
たに戦災孤児、浮浪児が次々に委託され、そ



─　　─15

戦後における松島正儀の生涯と思想（１）

の食糧、衣料品等の調達は大世帯であっただ
けに都民一般よりも更に深刻でした。昭和21
年に入ってからは政府の備蓄米も底をつき、
１人１日２合３勺（322g）の配給米も遅配、
欠配が相次ぎ、代用食の象徴であったさつま
芋も入手困難となり、さつま芋の茎や葉、野
草、柿の葉等、喰べられるものは何でも探し
求めて飢えをしのがなければなりませんでし
た。５月には旧日本軍の携帯固形食糧や粉末
味噌等の特別配給があってホッとしたのもつ
かの間、その後は早生の甘藷を求めて買い出
し、早生の新米を闇購入等、大勢の子ども達
を栄養欠調から悪くさせないようにと、園長
以下職員が懸命の努力を払った日々でした。
燃料も（当時は木炭、石炭）不足が深刻な中、
寒い冬に入って飢えと寒さにおびえるように
なりました。12月中旬、突然ララ物資が配給
されるとの通知を受領、半信半疑でいたら12
月22日、トラックで段ボール詰の救援物資が

到着、夢かとばかりに歓声を挙げた。特に７
ポンド缶に入ったホール粉ミルクの有難かっ
たこと、コンビーフや小麦粉、そして沢山の
衣料品。どれもが子ども達の生命を救う物資
であり、正に戦後最大のクリスマス・プレゼ
ントで、終生忘れ得ない感謝である。その後、
数年に渉って続いたララ物資によって、多く
の子ども達の生命が護られ、健康を大きく恢
復させていただいた事実に、幾重にも感謝し
たいと思います。

戦前の民間社会事業施設は、皇室、政府をは
じめ様ざまな助成団体から補助金が支給され
た。経営上の苦難を緩和する効果を示したが、
戦後、GHQ はこれらを全て廃止、公私分離の原
則を立てて、その厳守を求めた。

政府の私設社会事業団体に対する補助に関
する件（昭和21年10月30日）

ララの代表　フェルセッカー神父と育成園の子どもたち
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私設社会事業団体に対する政府の財政的援
助に関する昭和21年２月27日の日本政府に対
する進駐軍司令部の覚書の第１項（ロ）項は
次の如く解釈せられ、明確にされねばなら
ぬ。（Ａ）政府資金は私設社会事業団体に対
し、以下の（Ｃ）項に述べる場合を除いて一
時多額の補助金として使用されてはならな
い。（中略）

（Ｃ）国庫資金は国、府、県、市町村のい
ずれを問はず、次の場合においてのみ、生活
困窮者に対する保護として現存の私設社会事
業団体の再興、修理、拡張を行ふ事に関して
使用してよろしい。即ち或る地方における之
等の困窮者に対し、それが最も経済的な且つ
実行し易き方法であると認められたときのみ
国庫資金の使用が可能である。他の公設又は
私設社会事業団体では困窮者に対し、適用し
得るものが存在する場合に政府資金は上述の
目的の為に使用してはならない（下略）。

代りに委託費、措置費を公費から支出し、そ
こに人件費（14）、事務費がやがて付くようにな
り、一段落したのは大分先のことである。当初、
民間社会福祉施設が受けた打撃は大きく、関係
者は共同募金をはじめ財財確保の問題に取り組
んだ。松島によると、民間施設が抱える「赤字
は元来国庫の負担に於て補填すべきもので、共
同募金は施設の強化、向上をさせるために使用
さるべき（15）」であるという。公的責任を明確に
したうえ、民間の寄付金募集を図るべきだとい
う主張を行い、「社会事業」（第35巻10・11号）で
も「民間施設に於ける赤字補填の問題」を取り
上げて論じた。戦前に比べて、「第二次大戦以後
に於ける赤字は、赤字の発生事情が根本的に
異っている（16）」ことを知る必要がある。

民間施設に於ける特質は赤字を覚悟しても

その許される最大限にまで、対象者の福祉の
線を下げないで守りぬかんとする熱意を持ち
続け、奮闘している（17）。

吉田久一によると、戦後、民間社会事業論の
活発に論じられた時期があるといい、論者とし
て丹羽昇、谷川貞夫、更井良夫、三谷此治とと
もに松島の名を挙げている（18）。昭和30（1955）

年11月、第８回全国社会事業研究発表会で松島
は発言、同時に「民間社会事業の特質」（社会事
業、第38巻８号）を著した。この時、政府は最
低生活保障を宣言したにもかかわらず、実現に
積極的な姿勢を示さないし、後退のきざしさえ
見せる現状に対し、「民間社会事業のなす分担
は、極めて正当に、適正な状態において、また
本来正常な条件の下に考慮せられなければなら
ない（19）」。それは、公的責任の明確化は、即応
的に民間社会福祉事業はその補完的役割に変
わったとする考えを批判したものである。本来
の「民間社会事業は国の責任の外という解釈が
妥当で、従来任意活動という考え方の下に、正
統派、正当的に今日に至っている（20）」と考える
べきであり、「変則的な在り方ではあるが、補完
的意味において、特質の一面を持ちつつある

（21）」現状に対し、「先駆的、開拓的、実験的、補
完的、刺激的各役割は、今日及び明日の民間社
会事業に依然として消えない特質」があること
を強調した。そして民間の先駆的、開拓的な役
割遂行を望み、そのための条件整備を要請し、
公的責任の徹底と民間的独自性の涵養をいかに
両立させるべきかという課題を持ち込んだ（22）。

註１　「日本社会事業年鑑」（昭和22年版）、社会事

業研究所、昭和23年８月、210頁。

２　辻村泰男「戦災孤児と浮浪児」（厚生省児童

局編「児童福祉」、東洋書館、昭和23年６月、

157頁。
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３　竹田俊雄「浮浪児の問題」、「社会事業」、第

31巻１号、昭和23年１月、１頁。

４　竹田俊雄、前掲書、２頁。

５　松居桃樓「ゼノ死ぬひまない」、春秋社、昭

和41年３月、200頁。

６　「基督教児童福祉」、第11号、平成９年９月、

６頁。

７　長谷川重夫インタビュー録音、東京育成園所

蔵。

８　「座談会・養護施設のあゆみ」、「児童養護」、

第２巻１号、昭和46年５月、26頁。

９　「養護施設30年」、全社協養護施設協議会、昭

和51年９月、65頁。

10　大谷嘉朗「私の歩いて来た戦後45年」、「テオ

ロギア・ディアコニア」、第25号、1992年３月、

４頁。

11　「社会事業」、第31巻３・４号、昭和23年３・

４月。

12　大谷嘉朗「若き世代の辯」、「社会事業」、第

31巻３・４号、昭和23年３・４月、30頁。

13　辻村泰男、前掲書、186～187頁。

14　その実態について松島いわく、「第一に従事

者の待遇を考えなくてはいけない。現在はあま

りにも低すぎて、これで生活を交えることは非

常にむずかしい」（「座談会・1948年の社会事業

を顧みる」、「社会事業」、第31巻11・12号、昭

和23年12月、50頁。）

15　松島正儀「1948年の社会事業を顧みる」、「社

会事業」、第31巻11・12号、昭和23年12月、50

頁。

16　松島正儀「民間施設に於ける赤字補填の問

題」、「社会事業」、第35巻10・11号、昭和27年

11月、４頁。

17　松島正儀、前掲書、９頁。

18　吉田久一「改訂増補　現代社会事業史研究」、

川島書店、1990年８月、483頁。

19　松島正儀「民間社会事業の特質」、「社会事

業」、第38巻８号、昭和30年８月、８頁。

20　松島正儀、前掲書、９頁。

21　同書、14頁。

22　民間社会事業に対する期待と批判として、民

間社会事業の側から松島正儀は、民間施設にお

ける委託費は80％で、それは民間社会事業のあ

り方としては補完的で変則的ではあるが、しか

し民間施設は合理性、経済性、科学性等の社会

事業の先駆的役割の点もきえてはいないとみ

ている。（吉田久一「昭和社会事業史」、ミネル

ヴァ書房、昭和46年６月、313頁）。

２　�新たな児童福祉を目指して──児童福祉
法の制定に関わる

戦後児童福祉立法の制定過程をたどると、松
島は民間人の立場でここに深く関わっている。
そこで、基本立法ともいうべき児童福祉法の制
定に至る過程においてどのような関わり方をし
ただろうか。昭和21（1946）年12月11日、厚生
大臣は中央社会事業委員会（委員長、赤木朝治）
に対し、児童保護法案の検討を諮問、松島も委
員の一人としてここに参加、「要綱を検討する
時に、今日でいう児童福祉法の原理の検討に大
半の時間を使った（１）」。戦後の社会福祉は、ど
のような基本理念にもとづき、いかに実現した
ら良いかという原則課題から出発しなければな
らなかった。松島は憲法の意義を重視し、「第９
条の戦争放棄、否認、第13条の基本的人権の尊
重、第25条の健康で文化的な生存権保障を真剣
に学んだ（２）」ことが、児童福祉にどう生かされ
るかという課題意識を抱いた。その基本的な

「考え方が決まれば、後は法律技術屋さんにお
任せしてもいいんです」と言い、そのための議
論にこだわった。というのも、「児童の福祉増進
を目的として制定せられた児童福祉法は最も高
い精神を盛り込み、再建日本の将来に明るい希
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望を与えられている」ことから、「憲法と合は
せ、児童福祉法は吾国児童の将来にまことに明
朗なる見透しを与へ、その将来を約束する（３）」。
夜遅く委員会から帰宅した松島は、職員を前に

「厚生省はお茶が出るだけで、おなかが減って
ねぇ、でもこの法律は福祉という名を冠し、す
べての子供を対象とする事、子供は歴史の希望
なのだという。賀川豊彦さんなどは机をたたい
て、茶のみ茶碗が床に落ちるくらいだったよ

（４）」と語った。

原理の位置づけと、原理の基本の考え方に
非常にたくさんの時間を使い、考え方がまと
まったところで、総則にあたる部分の考え方
が変わったら後のところはどうなるかという
ことを、事前に検討を願うというようなこと
で、すぐに検討に着手した（５）。

新法の制定に向けた作業のなか、戦前から続
く児童「保護」事業の延長上に立法の趣旨を置
く動きが見られたが、それが中途から一転して
児童「福祉」法の制定に切り変わった。その根
拠、理由を松島は憲法第９条の存在に求める。

第９条のこれからの日本は戦争をしない、
武器も持たない、平和国家になるというこ
と、それじゃ何をするのかというときに、期
せずして皆さんが子供の将来に、大きい、そ
して明るい希望を持とうじゃないかと、これ
が出てきたんです。発想の原点はそこにある
と思うんです（６）。

そして翌22年１月25日、児童福祉法要綱案の
答申となり、厚生省の担当課長で要綱案を成案
とした松崎芳伸が、「食糧難と、インフレと、道
義の頽廃にあえぐ敗戦日本に、生きる光明を与
えるものがあるとすれば、それはやはりこの

『歴史の希望』としての児童にほかならない」と
述べたことを、松島は後のちまで記憶した。そ
して、本法作成は「子供たちに日本の未来を託
すという情熱的なものであった」と述べてい
る。国会審議を経て22年12月12日に公布、翌23
年４月１日に実施となった。その後、社会情勢
の変化や新規事業の追加等があって幾度か法改
正が行なわれたが、なかには松島にとって忘れ
られない出来事もあった。昭和26（1951）年１
月10日、児童福祉法改正問題研究会の席上、そ
れまで施設長が持っていた親権代行権（第47
条）を削除したいという厚生省案が提出され
た。それに対し、施設長は皆反対、猛烈な議論
となり、紛糾しかねない状態となった。最後は
川嶋企画課長から、「省案の施設長の親権削除
案は、過般の中児審（中央児童福祉審議会）にお
ける松島委員長等の反対発言と、全養協の反対
意向を慎重に考慮の結果、同省案は自発的に撤
回する（７）」という発言があって、会はようやく
閉じられた。松島は後に川嶋三郎、内藤誠夫、
辻村泰男といった担当官名を挙げて、「非常に
よく流れを研究していました。行政官の中に
も、そういう優れた人材がおった（８）」と回想し
ている。松島にはもうひとつ、戦後の法制定に
関わる経験があった。それは中央児童福祉審議
会の委員長として、児童憲章の起草に携ったこ
とである。児童福祉に関する諸施策は矢継ぎ早
やに打ち出されたものの、その基本的な発想や
価値観のなかには、戦前からの児童保護思想が
根強く残っていた。とくに憲法第25条の生存権
は児童福祉のなかにどう権利意識として定着し
つつあるかという課題が、ほとんど放置された
ままであった。そこで関係者のなかから原則を
明記した規範立法がどうしても必要であるとい
う声が上がり、宣言、憲章としてまとめる動き
に発展、政府もこれに異論がなく、昭和24

（1949）年６月28日、中央児童福祉審議会に児童
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憲章の制定に関する諮問を行った。２年後の26
年５月５日、吉田茂首相が児童憲章制定会議を
招集、そこで宣言を発表、同日を国民の祝日と
定めた。いわゆる「こどもの日」である。この
間、松島は制定準備委員会に属して終始、論議
に参加し、25年11月開催の全国社会事業大会を
通して現場の声をここに反映させるルートを設
けた。政府側では灘尾弘吉が、「憲法と法律の真
ん中あたりの児童憲章というようなものを、こ
の児童福祉法に入れたらどうなんだ（９）」という
示唆を松島に伝える。松島の考えは「法律を
作ってその原理を確立してもすべての国民に理
解していただくには、今後何年もかかってしま
う。国民の多数が早くわかる方法はないかとい
うので考えたのが児童憲章です（10）」。

さらに別の問題で、松島が深く関わった「児
童福祉施設最低基準」の制定、公布に触れてみ
たい。昭和23（1948）年12月29日、これは省令
として公布されたわけであるが、そこには他分
野に比べて児童福祉は施設運営の基準が領域毎
に複雑、あるいは不整合な面の多いこと、格差
や不平等も生じやすいことから、それらを防ぐ
必要があった。あるいはミニマム保障を明確化
することで、実施責任の確定を図る意図もあっ
た。昭和23年５月１日開催の中央児童福祉委員
会の席上、ようやく「努力して今日の如くなっ
ているが、終戦後新しい施設をつくるには又、
問題が多い。共同募金の問題を考慮し、基準に
関しては人的基準と物的基準を分けて考うべき
である」と発言している。「児童福祉施設は経費
の点でゆきづまっている」近年の状況を見渡す
と、施設処遇の条件設定は、各個バラバラにな
り、ナンデモアリといった危険が生じている。
そうならないために、最低基準を法制面から明
確にすることが必要となった。加えて、「児童福
祉施設は、最低基準を越えて常にその設備、及
び運営を向上させなければならない（11）」。議論

の経過を見ていくと、「最低基準の設定につい
ては、それが余りに消極的ではないか」という
批判が、松島の口から飛び出す。又、次の様に
も言う。

我が国の保護施設が悪かった原因の一つ
は、最低基準とした救護法の施設の扶助費を
設定したからである。他の法律でいう最低基
準の意味と社会事業のためのこの意味は全く
異っている。この際新しく最低の生活の意義
を定めてほしい（12）。

従事者の為には、曲がりなりにも労働基準法
が制定された反面、施設、設備に関する基準は
無きに等しい。松島は養護施設部会を代表する
立場で「児童福祉施設最低基準日本社会事業協
会案」の作成に関わり、さらに23年４月「最低
基準令案に対する松島委員の意見書」を提出し
た。その一部を引用し、関心の焦点を確めてみ
たい。

１．第９条の退所後の児童に対する適当な
る指導の問題は、主として孤児を扱ふ場合、
真に重要なる問題と思はれるが、之は経費の
裏付ありや否やは会案に明記なし。本条の意
義を確認し、経費の考慮なさるべきと思ふ。

２．福祉施設の職員に対する待遇は一般給
与金に準ずる旨明記せられてはいかがか。

３．養護施設50人収容程度以上の場合、設
備基準の中へ左記を加へてはいかがか。遊戯
室、講堂、洗濯場、調理場、更に職員に於て
保母補は必要と考へる。

児童福祉施設最低基準は昭和23年12月29日施
行となったが、審議に丸２年間を費した。遡れ
ば、このテーマは大正15年12月、第１回全国児
童保護会議において既に提出、要望されていた



─　　─20

研究所年報 40 号　2010年３月（明治学院大学社会学部付属研究所）

もの。公布、施行後の問題点として、「最低基準
が実施されるとすると、行政的処置のみが残
り、予算的処置は離れてしまった。現場におい
て、最低基準を延期して貰いたい（13）」という声
は多いと言う。更に最低基準をクリアしている
施設のなかには、逆に現状を最低基準に合わせ
るよう改訂しているところもあり、背景には事
務、経理の負担過重があると指摘している。こ
の後の動きに触れてみたい。最低基準の見直し
は昭和35年から37年にかけて、中央児童福祉審
議会を中心に行なわれたが、全養協も調査研究
部を中心に討議、現状の点検を通じて活動を
行った。昭和37（1962）年７月、同審議会は最
低基準の改善に関する意見具申を行った。これ
は２年前、つまり昭和35年８月４日具申のあっ
た児童福祉行政の刷新強化に続けて、要保護児
童対策の積極化、近代化を要望したものであっ
た。

要保護児童の収容施設について、その管理
の実態を病院管理のそれと比べてみると、そ
の職員の勤務条件、被収容者の処遇等には相
当の格差が見られる。一般に児童福祉施設の
処遇は悪く、近年労働条件に関する紛議が多
発の傾向にあること、さらに児童の処遇水準
は一般に低く、所期されたようにその福祉を
図り、健全な形で社会に復帰させることが十
分に行なわれているとはいい難いと考えられ
る。

中央児童福祉審議会委員、東京都社会福祉協
議会養護部会長であった松島が中心になって取
り組んだ結果、進展した側面は明らかに存在し
た。他に、民生委員が兼務する児童委員の役割、
機能についても問題提起をしている。児童委員
はあくまでも単独に、しかも専門性を備えた者
が就くべきであるというのが持論であった。

戦後経営の動かすべからざる問題として、
次代をになう児童の問題がでてきた。そこ
で、児童委員が必要になった訳で、この仕事
を民生委員におしつけることは、原則的に無
理であると私は思う。適当な方もあり、その
ような方にはかねて頂くこともよいかもしれ
ぬが、積極的に児童福祉の推進に役立たしめ
るためには兼ねることはやはり無理です（14）。

具体的な問題（事例）を通して、児童委員に
求められる役割期待に相当するものは何かとい
う点についても、松島は発言をしたことがあっ
た。それは持論からすれば、民生委員では難し
いことになる。

おねがいしたい点は、子供たちの明るい点
をのばしたいことで、児童委員の活用法につ
いてはこれらの点を児童委員に徹底させる必
要がある。児童委員をもっと大きく取扱いた
い。東京都の会合できいたのだが、新しい民
生委員が児童について何かやりたいと思うと
き、どこにきけばよいか分からないと言ふ。
児童係を末端まで普及させ、又具体的に指導
することも必要であり、徹底すればもっと翕
然とわき上るようになると思う（15）。

その他に松島委員は「18歳にならぬ前に退所
すると、施設をはなれて独立の生活に入るが、
これの面倒もみるべき」（昭和23年５月15日）で
あること、処遇上男子と女子を分ける年齢を

「満８歳以下」にすることは、家庭的処遇にとっ
て利点が損なわれる。つまり、「ファミリー・
ホームの推進を妨げる」（昭和23年７月22日）と
いう。さらに「18歳で入所を打ち切る」（昭和24

年１月25日）点についても、より柔軟な対応が
望まれるとした。

フラナガン神父といえば、戦後間もないわが
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国の児童福祉界では知らない人はいない。しか
しその滞日期間は昭和22（1947）年４月から６
月までの、わずか２カ月にすぎない。駆け抜け
るように、各地の施設を視察して指導、助言を
行った。GHQ との関わりから松島が強いショッ
クを受けたことがあった。公衆衛生福祉局、福
祉課長ネフ中佐が育成園を訪れ、やがてプライ
ベートな意見交換ができるようになった時、ネ
フは児童福祉施設を全て国公立に移管したいと
言う。特に教護院については実施するが、北海
道遠軽の家庭学校と横浜の家庭学園についてだ
けは、創立者が歴史的に著名なので残すつもり
である。松島はこれに真っ向うから反対、民間
施設の意義、長所を強調して反論した。それが
効を奏したというわけではないが、児童養護施
設は従来どおりに据え置かれた。さて、GHQ が
派遣を要請して実現したアメリカ、ネブラスカ
でボーイズ・タウンを創設し、国際的に著名な
フラナガン神父に言及してみよう。仙台から長
崎まで、各地の児童福祉施設を視察し、助言を
行なったが、21年５月22日、都内施設を巡回、
やがて東京育成園にやってきた。

神父は部屋に靴を脱いで上るのも面倒臭い
そぶりを見せていた。子供たちと一緒に拍手
で出迎えた松島さんは、神父の膝元にすっと
しゃがみ込むと、雑巾で汚れた神父の靴を拭
い、「どうぞ、そのままで結構です。お上がり
ください」と言った。その途端、神父の顔色
が変わった。神父は松島さんの手を取り、疲
れを飛ばす勢いで、集っている子供たちの輪
の中に飛び込んでいった。同行した GHQ の
軍政部のキャロル女史、同福祉部のネフ中佐
もびっくりしていた（16）。

長谷川重夫によると、視察を終えて帰る時、
ふっと「わたしもこういう施設を作りたかっ

た」ともらした。フラナガンのわが国施設に対
する批評には概して厳しいものがあったから、
この一言は貴重である。例えば次の様なコメン
トを残している。

第一は日本の育児院は宗教教育を忘れて居
ります。又子供に神様を拒

（ マ マ ）

絶して居ります。
日曜日は神の安息日としてあるものですが、
日本の育児院には日曜日はありません。この
点は日本の施設は未分化で、収容者は少しも
鑑別され、分類されていません（17）。

この一週間前、５月16日に都内の工業倶楽部
で、児童福祉週間の行事として全国児童福祉施
設代表者懇談会が開催された。70名程の参加者
のなかに松島がおり、講師としてフラナガンが
招かれた。懇談会の席上、フラナガンと松島の
間には、次の様な会話のやりとりがあった。

問　施設に収容する前の児童の防
（ マ マ ）

止につい
て、アメリカはどうしているか。アメリカの
私設社会事業家はどんな働きをしているか。

答　思慮ある愛に満ちた家庭を世に建設し
てゆく方向にもっていく以外に方法はない。
そこで、社会事業家は地域のなか、専門的な
協力を授けることが必要である（18）。

大谷嘉朗のフラナガン評は、松島や長谷川と
多少異るもので、そのエネルギッシュな行動に
圧倒されながら、世代交代の必要に触れた。

どう見ても四、五十代としか見えない若々
しい輝きと風姿を持っている神父を見た時の
驚きは一通りではなかった。私は嘗て今迄に
出席した諸會合其の他の場で拝顔の榮を忝う
した斯界の人々の風姿をあれこれ思ひ浮べて
見るけれども、誰一人として神父の若々しさ
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に比し得るが如き人を想起することが出來な
い。否反って其等の人々は年令以上に老い込
んでいるのが普通である。（中略）此の様な神
父によって指導せられているアメリカの社會
事業殊に少年福祉事業の如何に若々しく明る
いことであろうかを想って羨望に堪えなかっ
た私は、それに引換えて老い込んだ暗い日本
の社會事業界を思い較べて憂鬱にならざるを
得ない。神父の若さを考えると、世代の古い、
新しいと言うことは最早論外である。（中略）
日本の社會事業界、殊に児童福祉施設に働く
人々は十も二十も世代の若返りをする必要が
あるのではあるまいか（19）。

東京育成園の活動に注目した米軍関係者の一
人にアリス・ケニヨン・キャロール女史がいた。
後に松島が親愛を込めて“ビヤ樽・キャロル”
と呼んだ女性で、ケーキやチョコレートを持っ
てしばしば訪れた。同じ軍政部にいたラフ女史

を紹介し、子供たちに英会話を教える配慮を示
している。竹田俊雄は、当時浮浪児の扱いにつ
いて要点を示したが、それによると、「浮浪児を
施設にひきつけるためには、子供たちをして

『施設はいいな』と思わせるものをもたなけれ
ばならない。施設の文化は子供の心理に適応し
易いようにする一つの素地をつくるものである
が、この施設への受入れや、少なくとも初期の
指導は、子供に強制力を感じないようにするこ
とが肝要である（20）」。

児童憲章に手を付ける頃には、GHQ の方に
キャロルさんという人がいました。私のとこ
ろのタケシちゃんという子が、ビア樽キャロ
ルと言っていました。タケシちゃんは GHQ
に16回捕まって、16回石神井学園を逃げだし
たという子です。ある時、キャロルさんが目
を付けたんですね。ジープに乗って、彼女自
身巡回していますから。またあの子が出て来
ていると。それで16回目の時に、タケシちゃ
んがパンを抱えて、片方に肉を缶にいっぱい
入れて、塀を出ようとしているところを捕ま
えて、そのまま私のところへ来ちゃったんで
すよ。石神井学園脱走歴16回で、これをただ
繰り返しているだけでは何だから、プライ
ベートの場合にあの子が定着できるかどう
か、実験ケースとして東京育成園で引き受け
てくれと言うんです。イヤとは言えないで
しょう。もう見るからに凄味を帯びているん
ですよ、その子は。頭はよく利くんで、言う
こともよくわかるんですが、小学校４年生ぐ
らいでしたね。（それは何年頃の話ですか）
1948年じゃないかな。それで、１週間たって
も、２週間たっても、１ヶ月たっても逃げ出
さない。とうとう学校にやることにしたんで
す。ところが、小学校に入ったことは覚えて
いるけど、後は全然行っていないでしょう。

アリス・キャロール女史
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困りましたね。この時、私のところに大谷
（嘉朗）君がいて、まさにこれこそケース研究
だから、立派に彼を指導してみろと言ったん
です。結局、学校へ行ってしばらくして、能
力が出るようになったんですよ。キャロルさ
んが喜んでね（21）。

昭和24（1949）年11月から翌25年８月まで、約
９カ月間、児童福祉顧問として来日したキャ
ロールは元もとベテランのソーシャルワーカー
であり、日本では新設の児童相談所をはじめ、
児童福祉施設の専門的処遇の指導にあたった。
スーパーバイズ、チームワーク、アドミニスト
レーションの重要性を強調し、その成果は昭和
26年、厚生省児童局から『児童福祉マニュアル』
という題の本にまとめて公刊された。これはそ
の後、ケースワークを含む児童相談所の事務内
容を整備していくうえに有益なものとなり、

「児童相談所執務必携」の作成に影響を与えて
いる。
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世にいうホスピタリズム論争の始まりは、昭
和25（1950）年３月、雑誌「社会事業」に東京
都立石神井学園長であった堀文次が「養護理論
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─　　─24

研究所年報 40 号　2010年３月（明治学院大学社会学部付属研究所）

ス（施設所病）を指摘し、この面から施設の子
供は如何に養護されねばならぬかを解明した
い（１）」という。ホスピタリスムスという言葉が
初めて登場、その具体的姿を映し出した。それ
は「収容児のヒネクレているとか、或は衝動的
だとかいった欠陥は、勿論近親者がいないとい
う精神的な孤独感が根をはっていることは当然
であるが、更に特殊な環境、即ち集団育成が、
少くとも家庭育成児とは異った共有の性癖を形
成し易く、それが所謂ホスピタリスムスであ
る（２）」という説明で、石神井学園の園児の監察
から、その「欠陥が指摘される」、例えば「肉体
的に目立つ位ヅングリムックリ型で、非常に身
長の低い、そして学校の成績を見ると、きまっ
て体操の成績が悪い（３）」、体型上の特徴を強調
する。これには異論もあり、全養協の会合でも

「毎回論説の焦点となり、それをいかに克服す
るかが真摯に討議される（４）」状況が生れた。実
はこうした指摘自体は以前からあって、例え
ば、「昭和20年代の乳児院は死亡数が多く、そ
のうえ発育不良で、精神発達はいちじるしく遅
滞していたと推測される。乳児院のホスピタリ
ズムが問題とされるようになったのは、児童福
祉法により乳児院の設立が相次いだが、そこで
の養育内容や技術の問題が取り上げられるよう
になって以来である（５）」という。戦後まもなく
からこうした傾向が見られ、確認もされてい
た。乳幼児に特有な症状であるという視点か
ら、日本総合愛育研究所をはじめ、専門機関に
よる研究、調査が行なわれ、標準化の数値が取
り沙汰される迄になった。池田由子らの愛研式
検査によると、DQ の平均値は58.5という劣悪な
状態が明らかになった。ホスピタリズムは施設
内の外的環境にその主要因を求められるだけで
なく、内的、心理的環境因も複雑に作用するの
で、対策も当然統合的なものが求められる。

その点、昭和27、28年の２年間、厚生科学研

究費の助成をうけた社会事業研究所のホスピタ
リズム研究は総合的、概括的である。心理学、
精神医学の専門的知見を踏まえて堀文次、瓜巣
憲三という論者の見解を客観的に検討すること
で、その結果は大きな反響を呼んだ。論争の輪
が拡がり、「全養協通信」でいえば第７号以後、
毎号のように関連記事が載った。谷川貞夫は

「社会事業」（第37巻９号、昭和29年９月）に要点
をまとめ、それが広く知られるようになった。
さて、このように児童養護施設界全体を巻き込
んで論争が展開されるなか、松島はどのような
位置から、その見解を展開しただろうか。ひと
つは『名誉都民小伝』の著者による、「戦前、戦
後を通じて松島さんが一貫して言われているの
は、集団圧迫主義批判である（６）」というもの。
一見、明確に見える主張であるが、実は松島の

「批判」は集団圧迫主義を一方的に否定してい
るわけではない。むしろ、松島はそうした意見
表明には慎重であった。

私はその時あまり発言しなかったのは、一
つは、全養協の責任者という位置にあったた
めに、私が一言いうと、それが大勢を決定す
るようになるといけませんから、私はそうい
うときにはつとめて意見を言わないようにし
て、むしろ活発に意見を出させるようにし
た。そのほうがむしろ私の大事な役割だと考
えていたのです（７）。

松島の養護理論は、彼に学んだ後進の発言や
試みのなかに部分的な形で現れる。ただしそう
はいっても、原則ははっきりとしていて、「子自
身の中に自分で自分を伸ばし、統御する力を
持っていかなければならない。そういう一つの
到達すべき方向が正しい（８）」のだという。自身
の見解を実証するために行なったのがグループ
ホームの設立である。その実験と観察を７年間
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にわたって続け、ホスピタリズムは克服できる
こと、地域社会と深く結びつくことで見通しを
得ようとした。いわゆるファミリー・グループ
ホームの実践である。

熟練した夫婦の職員を一軒の責任者と定
め、その人にまかす。そして、その選んだ一
軒が地域により密着して、隣近所とおつきあ
いをしながら、つまり地域社会の協力をもっ
と身近かに受けて、子供の発達、発育に、私
どもでは届かないものを補っていただく、そ
ういうことができないか。まず実験してみよ
うというので、とりあえず一軒やった。…こ
こでの実験は７ヶ年続けました（９）。

長谷川によると、堀の主張には前提があり、
それは GHQ のマーカソンをはじめアメリカの
ソーシャルワークを理解、実践する立場にある
関係者からの情報が示唆になり、土台になって
いる。その意味で、科学的合理性を担保した主
張になっている。しかし、結論として「子ども
の発達が歪んでくる」のは「施設養護の宿命の
ような、かなり破壊的ともいえるような内
容（10）」であったことには批判を向けた。堀や瓜
巣の研究についても、直接批判せず、従来の施
設養護で解決しようとするなら、まず何がで
き、何ができないか、できるとしたら、それは
どのように実践すべきかという論を立ててい
る。普通は「若い者しっかりやれ、というよう
な形で、かなり積極的な支援をしてくれた事実
があった（11）」という。で、その「若い者」のひ
とり、大谷嘉朗は GHQ が伝えた養護理論は

「欧米におけるこの問題の取り上げられ方」と
して、もはや「古いタイプ」に属するもので、

「custodial care を中身とする domitory system
から来る institutionalism、または institutionali-
zation からその端を発している（12）」ことを問題

視、民間の小規模施設における処遇実践を見直
し、そこから問題解決の糸口を見つけようとし
た。即ち、「高島厳、松島正儀らが、民間立の小
規模施設における実践実績を踏まえたこと、そ
して後の家庭的処遇理論の方法論を展開する実
践的基盤となったこと（13）」に注目、その立場も
含めた問題解決の方向をまとめた。社会的養護
というスタンスのとり方について、集団生活の
機能向上、活性化がひとつの方向を示し、集団
主義養護理論に対する対抗的方法、ひいては一
般家庭における養護機能の弱体化傾向に適用、
あるいはそれを補充する役割が含まれている。

施設養護をとかく否定的側面から捉えがち
になるホスピタリズムに対して、家庭養護と
いう児童の人間形成の基本となる条件を奪わ
れるという不幸なハンディキャップを負って
施設に送られてくる児童たちに、その障害を
乗り越えていく積極的生活創造の場として、
施設養護の原理、方法に関する理論的方向づ
けを試みたとき、いわゆる家庭的処遇養護理
論が生まれて来た（14）。

集団主義養護理論、それはホスピタリズム論
争のなかから、ソヴィエト教育学の集団的教育
理論にヒントを得て、積惟勝等によって主張さ
れたが、この主張に対しては大谷が家庭的養護
理論を打ち出して、対照的な立場を明らかにし
た。同じく松島の薫陶を受けた石井哲夫は両者
とやや異にする理論を展開している。石井はそ
れを「積極的養護技術論」と呼んで「社会事業」

（第42巻７号）、「社会事業研究」（第21集）などに
見解を発表した。児童の心理発展段階を踏ま
え、「社会化」を指標に家庭機能の充実を目指し
たが、加えて家族関係の情緒的欲求の充足と、
社会的自立を目指す集団生活機能を結びつけ
た。特に「問題」、「課題」の解決に治療的アプ
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ローチが必要であると強調したところに特徴が
ある。これは「松島先生から身近かで話しを伺
う」経験から得たヒントによるという。

社会福祉の現場では人間を相手とした仕事
をしているわけであるから、もっと心理学の
ような科学的学問を取り入れた研究をしてい
かなければいけない。それには貴方のような
心理学を勉強した人がどんどん現場に入って
勉強してくれるといいのだが（15）。

こうしてホスピタリズムは養護施設界をとり
巻く施設形態から処遇方法に及ぶ幅広い問題提
起、議論を巻き起こした。しかし、昭和30年代
に入ると、いつしかそれは「尻切れトンボ」に
なり、熱もさめてしまった。多分、当初家庭か、
施設かという二者択一的な問題の設定があり、
現場で日常的な業務に携わる者に当惑と反発を

呼び起したことが理由のひとつである。また、
厚生省の児童福祉施設に対する運営指針や通知
がこうした議論を展開しにくくする別の要因と
なったことも考えられないわけではない。全体
としてみた場合、ホスピタリズム論争について
は、今日「家庭と施設の関係をめぐる問題等、
外国の児童福祉や理論紹介もなされており、そ
れ等を含め、現在の施設が抱える論点はほぼ出
し尽くされている（16）」という野澤正子の概括が
ほぼ妥当なように思う。問題は「論争」の形を
とって展開したが、ホスピタリズムの存在自体
は誰もが認めたところで、論点は堀や瓜巣の主
張に対し、賛否いずれかに立つこと、展開の仕
方もここに集約されたことが問題を複雑にした
のである。

児童福祉施設は西欧でも、日本でも最初は寄
宿舎、大舎にはじまり、多数児童を効率的に収
容できる、また管理し易いように居住空間を設

家族と子どもたち
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定し、配置分合を試みた。代表的な例を挙げる
なら明治期の岡山孤児院の場合、大舎制を批判
し、きめ細かい処遇を展開するため、小舎制を
基本とした運営に改め、ほぼ目的を達成、やが
て昭和期になると、松島の周辺でもこの問題は
議論の対象となった。昭和３年、第３回全国児
童保護事業会議が開催された時、家庭的処遇の
評価をめぐり、議論が行なわれた。生江孝之、
小沢一とともに松島も加わり、公営施設の増加
によって大規模、寄宿舎制の普及、増加があり、
その結果家庭的処遇が行なわれにくくなり、処
遇評価も定まらない。そうした動向を前にして
松島は、「寄宿舎制か、家族舎小分立制かの議論
は旺んなものであり、設備並処遇改善の資とす
る意図であったが、院内救護の欠陥をインス
ティチューショナリズムとして指摘し、結論と
して家族舎制度の採用（17）」を勧める。その場
合、15名から20名を小舎に入所、１舎の部屋割
は３ないし４室とする。だが、時代は戦時体制
となり、この主張は実現が難しくなる。昭和50
年代の新聞にルポルタージュが載った時、中庭
を囲んで周囲にこじんまりとした建物が点在し
ている様子を指し、これは「戦前から小舎にし
たんです。六つの家庭舎に７、８人ずつ、保母
と起居をともにし、家族的な生活を送って（18）」
きたと解説している。戦後は昭和24年頃から家
屋の内部分割を行い、12人を基準に生活単位を

設けた。こうして戦前からの懸案であった小舎
制が完成するのは昭和33（1958）年のことであ
る。途中経過については、後に堀川愛生園を設
立した飯田進が育成園を訪れ、細かく観察、内
部を間仕切りして擬似小舎制を試みた様子や

「愛」、「鳩」、「望」と名づけた部屋のたたずまい
を記した。この頃の取り組みについては自身が
次の様に述べている。

昭和25年の春から、子どもの施設処遇を
追って「ホスピタリズム論争」がありました
よね。それを克服する一つの道が家庭的処遇
であり、その方法として小舎制やグループ
ホームではないかと考えました。個々の子ど
もの人格の発達に私たちが本当に役立ってい
るのかを絶えず反省しながら仕事をしてき
た（19）。

戦前からの処遇思想を受け継ぎながら、ホス
ピタリズム論争を踏まえ、処遇方針の確立に寄
与した。もうひとつ、施設の一部を地域社会に
開放する分園構想の実現に向かったことも忘れ
てはならない。こちらも戦時中に実験的な試み
をしており、府下西多摩郡福生にあった疎開に
よる多西分園の存在がそうで、戦後多西分園を
閉鎖し、子供たちが本園に帰ってくると、分園
での生活が様ざまな意味で特徴を示した。それ
を駒沢で生かすことはできないかという発想か
らグループホームが生まれた。場所は本園から
500メートル離れた上馬２丁目の民家を借り、
保母の岸田文子を配置した。岸田は戦前、育成
園で保母をした経験があり、結婚後退職した
が、夫を喪くし、子供もいないことから再び育
成園で働いていた。この有能な職員を特に評価
し、グループホームの運営を委ねた。

熟練した夫婦の職員を一軒の責任者と定

玄関（昭和20年代）
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め、その人にまかす。そしてその選んだ一軒
が地域により

0 0

密着して、隣近所とおつきあい
をしながら、つまり地域社会の協力をもっと
身近かにうけて、子供の発達、発育に私ども
では届かないものを補っていただく、そうい
うことができないか。まず実験してみようと
いうので、とりあえず一軒やった（20）。

それは「熟練した夫婦の職員」を得ることが
できず、岸田を母代りとし、松島、長谷川が父
代りに随時参加することによって８人の子供と
共同生活を開始した。その後昭和28年まで約７

年間継続し、家主との契約条件など諸般の事情
もあり、閉じることとした。話題は少しずれる
が、このグループホーム開設にまつわるエピ
ソードを紹介してみたい。松島はこの新規事業
を都民生局、担当課長であった木田徹郎に持っ
ていき、相談した。木田は「それはぼくもたい
へんに面白い、研究に値する」とふたつ返事で
了承した。早速「金は出してやる、君がいいと
思う家があったら言ってこい（21）」となった。そ
こで前述の民家を見つけたが、担当係長から、
それでは二重委託になるから助成を認めること
はできないという返事があり、結局木田課長の

昭和25年 昭和38年
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専決で実施と決まり、この時、使用権、管理権
は育成園にあるが、所有権は都に置く理屈をた
てた。結果、「子供たちは見事に地域社会にとけ
こんでいった（22）」。このように分園やグループ
ホームでの業績を上げながら、松島は当面、本
園の小舎化に力を注ぐ。やがて、昭和50年代に
はいるとファミリー・グループホームの利点、
長所が広く認識されるようになり、昭和53年、
東京都児童福祉審議会はファミリー・グループ
ホーム設置の意見具申を行った。そして、昭和
58年から試験的に、昭和60年から本格的に実施
されるようになり、育成園も58年11月、上馬５
丁目に民家を借り、分園型グループホームを開
始した。最初は子供４人で、処遇上の効果はま
ずまず良好である。

註１　「社会事業」、第33巻４号、昭和25年４月、12
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２　前掲書、13頁。

３　同書、15頁。
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40年」、1986年10月、53頁。

５　金子保「ホスピタリズムの研究」、川島書店、

1994年６月、32頁。

６　「名誉都民小伝」、東京都、1996年３月、32頁。
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９　同書、37～38頁。
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12　大谷嘉朗「養護事業展開の回顧と展望」（吉

田久一編「戦後社会福祉の展開」、ドメス出版、
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頁。

16　野澤正子「1950年代のホスピタリズム論争の
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４　後進を育てる──教育者としての軌跡

松島は生江孝之の「熱意あるおすすめに素直
に従い（１）」、昭和21年４月、日本女子大学家政
学部社会福祉学科の非常勤講師となり、カリ
キュラム表記で言えば、「第二講座、社会事業施
設論」（２単位、選択科目）、並びに「児童福祉」

（４単位、必修科目）を担当することになった。
「児童福祉」は数年後、選択科目に変わったが、
その後長期にわたりこれらを担当することにな
る。ちなみに昭和30年度のカリキュラムを見る
と、松島は「施設経営管理論」、「児童福祉」の
担当者として登場している。細かいことになる
が、昭和36年度の「履習便覧」によると「施設
経営管理論」は３、４年次生を対象とする２単
位科目で、37年度以降これに加えて「養護原理」
を担当する。つまり、同大学社会福祉学科の児
童福祉分野をほぼ全て、非常勤講師の松島が引
き受けたわけで、大学側の信頼と期待をここに
みることができる。さて、授業のための講義要
綱、ノート類は残されていないものかと資料類
を整理してみると、昭和20年代のものが出てき
た。それらのなかにはメモや、今日では判読で
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きないものが含まれていたものの、「社会福祉
論」のレジュメによると、講義で取り上げた項
目は次のとおり。

１．社会福祉論の根拠、２．社会福祉思想
の変遷、３．対象論、４．社会福祉事業の目
的、５．社会福祉事業の主体、６．社会福祉
事業の方法、７．社会福祉立法

後になると便覧、要覧に講義概要が文章とな
り、具体性が増す。そうした一例として、昭和
44年度の「社会事業施設管理論」は、「社会事業
施設の特質を論じ、福祉専門職特有の人事管理
研究を主軸に、財務及び事務管理、建物諸設備
の管理等について検討し、クライエントの福祉
保障と能率化を考える」。以上は講義に関する
ことで、この他学科運営に関わる様ざまな相談
に乗り、教育方針に触れた助言なども行ってい
る。昭和23年当時「実習」は存在せず、「見学」
という呼び名であったが、現場に学生達を触れ
させる授業を積極的に推進し、それを受け入れ
たのは東京育成園であった。

社会科に於ける研究も終り、自由研究のグ
ループ数名が実地見学におもむき、松島先生
を囲み、今日の一問題である児童福祉法、共
同募金による社会福祉事業の影響等々質問は
つきない（２）。

また同窓生を中心に組織された「桜楓会社会
部の協力の下に、今度、母校日本女子大学社会
福祉学科内に社会福祉施設相談室が開設されま
した（３）」。相談室の指導、運営を松島に委ね、

「先生自らの体験と理論にもとづいた方針によ
り運営された（４）」という。かくしてフィールド
ワークを担当、あるいは昭和23年５月、調査も
受け持って「松島先生の指導を受けて里親制度

に対する意識調査を行い、大学昇格祝賀祭で展
示」を行っている。こうした取り組みは続く昭
和30年代も変わらず、学科付属施設の立ち上げ
を実現すべく、「松島先生を中心に研究会を毎
水曜に開いた（５）」ことが記録に記されている。
では、どの位の期間関わったのかというと、自
身は「26年間続けておりました（６）」と言うが、
正確には昭和21年４月から48年３月までの29年
間であり、ちなみに松島の後任とし「社会福祉
施設管理」を担当したのは重田信一である。同
大学通信教育部、機関誌「いづみ」（第２号、昭

和26年２月）に「勤労と教義の問題」と題する
エッセイを寄稿、「学びによって自己の教養の
線を高くすることと、働きによって生きること
が、ともに相関連する」ことを強調、教養につ
いても「これ等が無理なく身についていたこと
も知った嬉しさ」を味わってほしいと語りかけ
た。

12月20日年の瀬も迫り、冬の休暇に入らん
とする私の担当「児童福祉」講義の終講の時、
同科２学年のＮさん、Ｋさんが代表で、クラ
スで協議一決したから左記の事柄を是非実施
させて下さい、指導を頼むということであっ
た。その要点は次の４つの事柄である。１．
クリスマスからお正月へと一般の子供たち
は、それぞれの家庭にあって親たちと楽しい
その時を迎えるのに、戦争の結果その肉親や
家庭を失った子供達の福祉措置は如何。この
問題が前講に於て質問討議され、先生より次
の如き解答がなされていた。２．Ａ．戦争に
原因する孤児達の数は全国で12万3,000名に
達している。Ｂ．全国に専門の養護施設は450
あり、東京はその15％に当る施設と児童がい
て、児童福祉法により現在１人１日53円10銭
の生活費が支給されている。Ｃ．家と親とを
失った子供たち故に、クリスマスが来てもお
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正月が来ても、おそらくその子の名前を覚え
ている者も、知っている者もいない故、自分
の名前を書いてクリスマスカード１枚、年賀
状１枚その子たちにはこないでしょう。然も
それは今年も来年もそうでしょう。以上の事
柄を学んだ社会福祉学科２学年の学生は、子
供達の生活に結びついた道徳について、次の
様な問題を感じ、且つ学んだ。…犠牲心とか
正義とかいうものは社会生活の現実に、具体
的であるべきであるということであった。こ
れ等の認識に立ってこの学生達はクリスマ
ス、お正月に収容児童個人宛カード発送運動
の具体化の検討をした。中央児童相談所、東
京都民生局児童課を訪ねて勉強し、準備成っ
て約300名の児童のこれを実施した。

松島は東京神学大学でも、10年間の非常勤講
師をしたと述べる（７）。筆者が同大学教務課に問

い合わせたところ、非常勤講師の記録は残され
ていないが、教養科目として「社会福祉」を教
えていた可能性は高いという応答を得た。日本
社会事業大学との関わりは、戦後まもない昭和
21年11月、日本社会事業学校講習科が設けられ
た時、各地で開催する講習会の講師となった。
第１回は昭和21年11月、滋賀県、第２回は22年
１月、長野県、第３回は22年２月、千葉県で実
施、松島はここで「ケースワークの実際」を教
え、出席者は毎回数十名規模であった。ただし、
回を重ねるごとに講習日数を増やしている。や
がて昭和23年４月、日本社会事業学校非常勤講
師として「社会事業経営」を担当したが、この
時の履修生に大坂譲治がおり、講義を契機とし
てその後長い交流がはじまったという（８）。松島
の想い出は次の様である。

社会の出発は筆者に美しい夢を与えてい

日本社会事業専門学校における講義ノートの一部（昭和22年９月19日）
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た。当時、育児院東京育成園をいう私の立場
は、街に溢れる戦災引揚げ孤児、浮浪児を施
設超満員の状態に引き受けながらではある
が、敗戦前にはかつて経験したことのない、
輝きのある希望を胸に抱いた記憶なのであ
る（９）。

児童福祉の世界では、誰言うともなく、“松島
学校”と呼ばれる、ゆるやかな同学のグループ
が形成された。松島を中心に、漸次研究者、現
場の実践家が集まって語り合うようになったの
である。松島学校の「生徒」であるか、ないか
は自称、他称それぞれ有りで条件と呼ぶものは
ない。そこで、主な「生徒」を数名、とり上げ
てみたい。ただし、大谷嘉朗については既に触
れたので省略。まず福田垂穂の場合。昭和24年
４月、旧制七高から日本社会事業学校、研究科
に入学、授業を通じて松島を知る。「講義はいつ
も淡々としていた。静かで穏やかな声と微笑を
絶やさない眼、しかしその内容は長い実践と研

究に裏付けられ、説得力に充ちていた」。実習先
を育成園に選んで出入りし、その後明治学院大
学を卒業すると、今度は育成園に住み込み、児
童指導員の見習いになった。松島の講義を、次
の様に紹介している。

施設管理論というのが、特別講義のなかに
あった。60人の子どもたちと生きることに精
一杯のなかで、施設そのものを客観視してみ
ることもなかった私には、その講義の始まる
のが待ち遠しかった。担当の小柄の講師はい
つも黒服に黒いネクタイ、黒い編み上げ靴、
細い黒縁の眼鏡という黒づくめの姿であらわ
れた（10）。

仲村優一の場合。学徒出陣で東大を繰り上げ
卒業、戦後復員し、新設の日本社会事業学校に
入学したが、社会福祉についてはほとんど知る
ところがなかった。そうした時、松島と出会い、
指導を受けるようになった。長谷川重夫による

左から松島正儀、大谷嘉朗、福田垂穂、石井哲夫、松島美枝子
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と、仲村は育成園に就職することを希望したが
給料を払えないという理由で、やむなく、日本
社会事業学校の助手となり、その後は研究者の
途を歩んだ。仲村の松島評は次の様である。

社会福祉の世界における文字通りの大先輩
でありましたが、全く先輩ぶった顔をなさる
ことなく、どこまでも謙虚で誠実な、ひとり
のソーシャルワーカーとして、その一生を全
うされました。私どもは松島先生を通してプ
ロのソーシャルワーカーの精神を学びとらな
ければなりません（11）。

次に石井哲夫の場合。昭和23年11月、東京大
学文学部心理学科に在学中の石井は突然、育成
園を訪問した。すると、戦前から児童心理に関
心を持つ松島は、児童相談事業を始めたい、そ
のためには専門の心理学研究者を得たいと望ん
でいた。そこへ石井が現われたのである。松島
の印象は「研究タイプ、年齢24歳で少し若すぎ
る心配はあったが、当時46歳の筆者（松島）が
所長責任として、必要なる場合に補う（12）」こと
で、地域住民を対象とする相談事業を開始し
た。園内の児童図書館を使って毎週火曜日はラ
イブラリー、木曜日は相談日とし、「児童教養相
談」は有料、無料の二本立、経済的余裕のない
者からは料金を取らない。薄給ではあったが給
与を支払った。その石井が見た松島の印象。

先生の魅力は、先生の実践的、教育的信条
にあったと思っています。先生の信条は社会
福祉事業の専門化、科学化であり、自らの養
護施設の経営においても早くから建物の近代
化、小舎制、家庭養育法、グループリビング
などの研究的実践を開発されてきました（13）。

少し変った角度から松島に親炙した例として

平井信義の場合。長谷川重夫によると、「高□久
□君がネフローゼになった。この時、愛育病院
の平井信義氏を知り、助けてほしいとお願いし
ました。さっそく麻布の愛育病院に入院し、元
気になって戻ってきた。こうしたきっかけで、
平井氏が育成園とかかわりを持つようになっ
た（14）」という。そして、昭和27年以降、平井は
育成園の監事として、役員の一人となった。平
井の文章を引用する。

私と東京育成園との関わりは、私が愛育病
院で小児科医をしていたときに、育成園のＴ
君が腎臓病で入院したことに始まります。Ｔ
君につき添って長谷川重夫さんが見えたので
すが、Ｔ君に対する対応は、親たちにまさる
やさしさがあり、育成園がすぐれた養護施設
であるということを知り、それまでの養護施
設に対する私の黒いイメージを覆すものでし
た（15）。

松島は研究と実践の両方に等しく関心を寄
せ、「実践に触れつつ、新しい理論を開拓するこ
とが社会福祉の将来に重要な意味を持つと思っ
ていました（16）」と語る。例えば、自身に関する
例を挙げるなら、措置費が果していくらあるこ
とで、児童福祉施設の最低基準は守られるの
か、問題となった時、昭和28年５月、第７回全
国児童福祉大会で「児童福祉収容施設措置費適
正化に関する研究」と題する研究発表を行い、
適正価格とその具体的な金額を明らかにした。
当時、育児園児について平井の様な印象を抱い
た人びとが多いなか、「此処の子供たちに会っ
て見ても想像していたような『施設の子』とい
うような陰はミヂンもなかった（17）」。

註１　松島正儀「社会福祉講座で結ばれた思い出」、

「社会福祉」（日本女子大）、第28・29合併号、
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